
※下線は変更部分を示します。 2023年4月1日改定 

HIMEDIC山中湖倶楽部 （償却型、併行型、預り保証金型） 
会則、利用規定 新旧対比表 

現会則 改定後会則 

第7条(会員の資格) 

会員の資格は、本倶楽部の趣旨に賛同し、会員に相応しい品格と社会的信用のある方で、
かつ、所定の会員資格金(入会金、償却保証金)および年会費を納付し、以下の各号に該当

しない個人もしくは法人で、資格審査による会社の承認を得た方が取得するものとします。
なお、会員証の発行日が会員資格に取得日とします。 

第7条(会員の資格) 

会員の資格は、本倶楽部の趣旨に賛同し、会員に相応しい品格と社会的信用のある方で、
かつ、所定の会員資格金(入会金、償却保証金)および年会費を納付し、以下の各号に該当

しない個人もしくは法人で、資格審査による会社の承認を得た方が取得するものとします。
なお、会員証（同機能の電磁的記録その他代替物を含みます。以下、同じ｡）の発行日が会
員資格に取得日とします。 

現利用規定 改定後利用規定 

<ご利用について> 
 (1)            （変更なし） 
 
 (2) 記名式は、会員ご本人の利用に限りますが、無記名式は、会員もしくは会員が指名し
た利用者が本倶楽部会員証、検診券を持参することにより、会員資格で検診を受けること
ができます。ただし、ご予約時にご利用者名を確定して下さい。 
 
 
 (3) ～ (6)        （変更なし） 
 
 (7) 検診の受付は、検診当日の指定時間までにエクシブ山中湖地下2階の医療法人山中
湖クリニックで行って下さい。なお、検診受付時には、本倶楽部会員証、ご利用の検診券、
受診案内、問診票等をご持参下さい。 
 
 (8)            （変更なし） 

<ご利用について> 
 (1)            （変更なし） 
 
 (2) 記名式は、会員ご本人の利用に限りますが、無記名式は、会員もしくは会員が指名し
た利用者が本倶楽部会員証（同機能の電磁的記録その他代替物を含みます。以下、同
じ｡）、検診券を持参することにより、会員資格で検診を受けることができます。ただし、ご予
約時にご利用者名を確定して下さい。 
 
 (3) ～ (6)        （変更なし） 
 
 (7) 検診の受付は、検診当日の指定時間までにエクシブ山中湖地下2階の医療法人社団
ミッドタウンクリニックで行って下さい。なお、検診受付時には、ご利用の検診券、受診案内、
問診票等をご持参下さい。また、受付にて会員証または身分証明書をご提示下さい。 
 
 (8)            （変更なし） 


